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 資料５  

 

福島県大規模小売店舗立地法連絡調整会議における審議結果について 

 

１ 「県の意見」とは 

     大店立地法「指針」に照らし、設置者が示した予測及び対応が不十分と判

断される事項。 

   「県の意見」は法第８条第４項に基づくものであり、「意見」として通知

した場合、設置者は法第８条第７項に基づき、当該意見をふまえた「変更届」

または「変更しない旨の通知」を県に対し行わなければならない。 

   また、県の意見が通知された場合、設置者は法第８条第７項に基づく届出

の日から２月の間、新設または変更を行うことはできない。 

  

２ 「要望事項」とは 

   福島県が独自に実施しているもの（法に基づくものではない）。 

   大店立地法「指針」の基準は満たすものの、周辺生活環境の保持の観点か

ら配慮が必要と判断するものについて、「要望事項」として設置者に通知し

ている。  

（１） 個別的要望事項 

     周辺環境や店舗の立地特性から、特に個別具体的に配慮を求める必要

があり、その具体的な対応策について、設置者からの回答を必要とする

事項。 

（２） 一般的要望事項 

       大店立地法に基づく一般的な配慮事項について適切な対応を求めるも

のであり、設置者からの回答は求めない。 

 

 

【審議案件】 

 「（仮称）アクロスプラザ大原」の新設について 

 

１ 県の意見 

  なし 
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２ 個別的要望事項 

なし 

  （理由） 

・ 周辺生活環境に配慮した計画であり、商業まちづくり課及び関係機関の審査に

おいて、個別的要望とすべき意見がなかったため。 

・ いわき市からの意見については、内容が一般的であり、特に個別具体的に配慮

を求める必要が認められないため。 

 

３ 一般的要望事項 

(1) 総合的事項 

ア 周辺地域の生活環境保全に関するトラブルを生じさせないように、苦情等の問

題の未然防止に万全を期すこと。 

イ 周辺地域の生活環境保全に関する苦情等の問題が発生した場合は、迅速かつ適

正な対策を講じ、誠意ある対応を行うこと。 

(2) 交通に係る事項 

ア 来退店車両による周辺道路の混雑緩和の対策に万全を期すこと。 

イ 交通事故防止及び交通安全の対策に万全を期すこと。 

(3) 防犯・防災に係る事項 

ア 少年非行防止及び犯罪発生防止の対策に万全を期すこと。 

イ 自治体の防災対策に必要な協力を行うこと。 

(4) 騒音の発生に係る事項 

    騒音発生の防止又は緩和の対策に万全を期すこと。 

(5) 廃棄物に係る事項 

      廃棄物減量化及びリサイクル推進に関する適切な対応に努めること。 

(6) 街並みづくり等への配慮等に係る事項 

ア 景観等周辺の街並みとの調和を図るよう努めること。 

イ 照明による光により、周辺生活環境に影響が出ることがないよう万全を期す

こと。 


